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第３章 物資及び資材の備蓄及び施設設備の点検、整備 (法第１

４２～１４７条) 

市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材につい

て、以下のとおり定める。 

 

１  市における備蓄  

(1) 防災のための備蓄との関係 

市民等の避難や避難者等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災

のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可能であるものに

ついては、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相

互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材に

ついて備蓄し、又は調達体制を整備する。 

 

(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の

資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安

定ヨウ素剤（※）や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・

調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必

要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、市としては、国

及び府の整備の状況等も踏まえ、府と連携しつつ対応する。 

 

【国民保護措置のために特に必要な物資及び資材の例】 

安定ヨウ素剤、天然痘ワクチン、化学防護服、放射線測定装置、放射性物

質（※）等による汚染の拡大を防止するための除染器具など 

 

(3) 府との連携 

市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備につ

いて、府と密接に連携して対応する。 

また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必

要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者との間

で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。 

 

２  市が管理する施設及び設備の整備及び点検等  

(1) 施設及び設備の整備及び点検 

市は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備に

ついて整備し、又は点検する。
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(2) ライフライン施設の機能性の確保(法第１３４条) 

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設（※）について、経

年管の布設替えをはじめ、配水管のループ化等管網の整備、設備や施設の維持

管理と機能の向上に努める。 

 

(3) 復旧のための各種資料等の整備等(法第１４１条) 

市は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調

査の成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等

について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及び

バックアップ体制を整備するよう努める。 
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第４章 国民保護に関する啓発 (法第４３条) 

  

武力攻撃災害による被害を最小限にするためには、市民等が国民保護

に関する正しい知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動す

る必要があることから、国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等におい

て市民等がとるべき行動等に関する啓発のあり方について必要な事項

を、以下のとおり定める。 

 

１ 国民保護措置に関する啓発  

(1) 啓発の方法 

市は、国及び府と連携しつつ、市民等に対し、広報紙、パンフレット、テレ

ビ、インターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性につい

て継続的に啓発を行うとともに、市民向けの研修会、講演会等を実施する。ま

た、高齢者、障害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体

を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取組みを

含め、功労のあった者の表彰などにより、国民保護に関する市民への浸透を図

る。 

 

(2) 防災に関する啓発との連携 

市は、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発とも連携し、消防団及び

自主防災組織の特性も活かしながら市民等への啓発を行う。 

 

(3) 学校における教育 

市教育委員会は、府教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び

災害対応能力育成のため、市立学校において、安全教育や自他の生命を尊重す

る精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行う。 

 

２ 武力攻撃事態等において市民等がとるべき行動等に関する啓発  

市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に対する通報義務、不審物

等を発見した場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活用して市民

等への周知を図る。 

また、市は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合など

に市民等がとるべき対処についても、国が作成する各種資料（内閣官房作成の「武

力攻撃やテロなどから身を守るために」など）を防災に関する行動マニュアルな

どと併せて活用しながら、市民等に対し周知するよう努める。 

また、市は、日本赤十字社京都府支部、府などとともに、傷病者の応急手当等

現場における処置方法についての普及に努める。 
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第５章 旅行者等の保護 

 

市は、市域における旅行者及び通過者等(以下｢旅行者等｣という。)に

対し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるよう必要な対策につい

て次のとおり定める。 

 

１  旅行者等への情報連絡体制の構築  

(1) 旅行関係団体との連携 

旅行者等に対し、警報、避難の指示などを的確かつ迅速に伝達できるよう、

舞鶴観光協会や観光関係団体等を通じたホテル、旅館、観光施設への情報伝達

体制及び観光旅行者が利用すると考えられる公共交通機関やタクシー、店舗等

との情報連絡体制の整備に努める。 

 

(2) 旅行者等への情報提供 

旅行者等への情報を的確かつ迅速に提供できるよう、情報提供窓口の設置や

ＩＴによる情報等の伝達システムの構築に努めるとともに、放送事業者等へ迅

速かつ的確に情報が伝達できるよう平素から意志の疎通を図る。 
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